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輪距を50 cm以上に改造した場合

八丸 だなも

中区正木三丁目５番33号

メーカー名

Shigai324-9803 0.049

12 6 21

① 申告の理由（変更）
輪距を改造したことによる変更申告のため「□その他（ ）」をチェッ
クし、「輪距」とかっこ内に記入してください。

② 所有者・使用者
所有者・使用者について、住民登録地（法人の場合は、本店所在地）を記
入してください。

③ 届出者
窓口に申告書を提出した方の情報を記入してください。

④ 種別
改造後の車両の種別「ミニカー」を選択してください。

⑤ 納税義務発生（変更）年月日
改造を行い排気量を変更した日付を記入してください。

⑥ 旧標識番号
登録していた標識番号を記入し、標識番号の色を選択してください。

⑦ 車名・車台番号・総排気量又は定格出力
旧標識番号の交付を受けた際に登録した情報を記入してください。

⑧ 備考欄
「改造した場合」をチェックしてください。
次に、「ミニカーへ改造」をチェックし、「車室の有無」、「輪距」、
「車輪数」について該当するものを選択・記入してください。

住民登録地を
記入してください

八丸 だなも

中区正木三丁目５番33号

080-●◆◆- ▲▲◆▲

080-●◆●- ●▲◆▲

輪距

〇 〇 ３

●注意●
ミニカー登録は、3つの要件をすべて満たす必要があります。
1. 総排気量が20 cc超50 cc以下 又は 定格出力が0.25 kw超0.6 kw以下
2. 側車を備えていない
3. 輪距が50 cm超 又は 車室を備えているもの

※ただし、以下のいずれかに該当する場合は、ミニカーではなく原付一種
の扱いとなります。
１ 車室を備えず、かつ、輪距が50 cm以下の三輪及び四輪のもの
２ 側面が構造上開放されている車室を備え、
かつ、輪距が50 cm以下の三輪のもの

ゑ 758

改造により輪距を拡張した場合の記載方法

記入不要

✓
✓

①

②

③

④ ⑤
⑥

⑦

⑧

５ ３ ８


